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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、法令等の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した経営の意思決定の迅速化と、経営
の健全性の向上を図ることによって企業価値を高めることを重要な課題と考えております。

　これを実現するために、株主のみなさまやお客さまをはじめ、取引先、地域社会、社員等の各ステークホルダーとの良好な関係を構築するととも
に、現在の株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人等の機関を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。

　また、株主・投資家のみなさまに対しましては、迅速かつ正確な情報開示に努めると同時に、幅広い情報の公開により、経営の透明性を高めて
まいります。

　当社は、これらのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を定めた「安川電機　コーポレートガバナンス・ポリシー」を制定し、当社ホー
ムページで開示しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

<原則1-4>　政策保有株式

　当社は、持続的な企業価値向上のため、取引先との関係の強化等を目的とし、事業運営上の必要性が認められると判断した場合に限り、政策
保有株式を保有することがあります。

　個別の政策保有株式に関しては、事業性、採算性、保有リスクの観点から総合的に保有意義を検証し、毎年、取締役会において保有の適否を
判断いたします。なお、保有意義が希薄化した株式については、発行会社の事業や市場への影響を勘案したうえで売却の検討を行います。

　また、議決権行使に関しては、当社の保有目的に照らし合わせて、発行会社の提案議案が当社の企業価値向上に資するかどうかを確認したう
えで議決権を行使いたします。必要がある場合は発行会社と対話を行います。

<原則1-7>　関連当事者間の取引

　当社では、当社が関連当事者（役員や主要株主等）との取引を行う場合において、かかる取引が会社および株主共同の利益を害することのない
よう体制を整備しております。

　なお、当社と取締役との間の競業取引および利益相反取引については、取締役会での事前承認ならびに事後報告事項とし、実際の取引にかか
る承認または報告を通じて監視を行っております。

<補充原則2-4①>　中核人材の登用等における多様性の確保

　当社グループは、長期経営計画「2025年ビジョン」において、ダイバーシティ（人材多様性）推進を掲げ、多様な人材の強みを生かせる風土づくり
に取り組んでおります。特に、次の3項目を人材多様性推進のミッションとし、変動の激しいグローバル市場にスピーディに対応するため、企業の
進化と競争力強化を目指しております。

　1. 多様な価値観や考え方を持った人材の採用と育成によって、環境変化に強い企業体質を構築します。

　2. 多様な意見や視点を取り入れ、イノベーションが必然的に起こる社風を創出します。

　3. あらゆる差別要因を排除し、従業員の個性を認めることによって働きがいのある職場環境を実現します。

　人材に対する方針や多様性の確保に向けた取組み内容等は当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。

　人材力強化（https://www.yaskawa.co.jp/company/csr/employee/resource）

　ダイバーシティ推進（https://www.yaskawa.co.jp/company/csr/employee/diversity）

(1) 多様性確保の自主的かつ測定可能な目標

　当社では、サステナビリティ方針に基づくマテリアリティの1つとして、女性管理職比率を2025年度に2021年度期初比2倍の1.6%にする目標を掲げ
ています。

この目標の達成に向けて、女性の積極採用のほか、キャリア形成支援を通じたネットワーク構築等多様な人材の強みを生かせる風土づくりに取り
組んでおり、

2022年度末時点における女性管理職比率は1.4%となっております。なお、当社グループ全体の女性管理職比率は約13%です。

　外国人について、当社は連結売上収益構成比の約70%が海外であり、当社グループ全体における管理職の40%以上が海外現地社員となってお
ります。

また、管理職における中途採用者比率(当社単体)は約19%となっており、多様な分野で活躍しております。今後も積極的に採用を進めていくととも
に、

中核人材としての活躍も促進する方針です。

(2) 多様性の確保に向けた人材育成方針および社内環境整備方針とその実施状況



　当社グループは、経営理念に基づき、事業の遂行を通じて広く社会の発展、人類の福祉に貢献できる人材の確保・育成・最適配置を行うことで
生産性を向上し、持続的な発展を目指しております。また、多様な従業員一人ひとりが最大限に能力を発揮できるよう、安心して働くことができる
職場環境の実現を目指しております。

　人材育成や社内環境整備に関する考え方および取組み状況は当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。

　人材の確保と育成（https://www.yaskawa.co.jp/company/csr/employee/development）

　働きがいのある職場づくり（https://www.yaskawa.co.jp/company/csr/employee/workplace）

<原則2-6>　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

　当社は、株式会社安川電機確定給付企業年金を通じて、企業年金の受給者への給付及び積立金の運用を行っております。

　・企業年金に対して、運用に適切な資質をもった人材を資産運用委員会の委員として選出しています。

　・また、受給者に対して安定的な給付が行われるようリスクを引き下げ、適切な管理を目的に資産割合を設定し、資産運用委員会での意見を踏
まえて

　　管理運営を行っています。

　・運用コンサルタントと連携し、適切な運用を図るとともに、企業年金の運用に携わる人材の専門性を高めています。

<原則3-1>　情報開示の充実

(1) 経営理念や経営戦略、経営計画

　ホームページ、事業報告、有価証券報告書、統合報告書等において公表しております。

(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　本報告書「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「１．基本的な考え方」をご参照く
ださい。

(3) 取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続

　当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および執行役員の報酬について、公正な審議による妥当性および透明性の確保、また社外
取締役が当該報酬について意見を形成するための十分な情報を得て議論する場の確保を目的として、取締役会の下に、独立社外取締役が構成
員の過半数を占める報酬諮問委員会を設置しております。

(4) 取締役等の選解任に関する方針と手続

　当社は、取締役候補者の指名、代表取締役および役付役員等の選定プロセスの透明性および公正性の確保、また社外取締役が役員の指名等
について意見を形成するための十分な情報を得て議論する場の確保を目的として、取締役会の下に、独立社外取締役が構成員の過半数を占め
る指名諮問委員会を設置しております。

　取締役の選任にあたっては、毎年、取締役および執行役員を含む翌年度の新体制について、指名諮問委員会に付議し、取締役会は、取締役お
よび執行役員の選任を審議いたします。指名諮問委員会は、翌年度の新体制のうち取締役候補者の選任について以下の手続きに従い審議いた
します。

　・取締役会全体として具備すべき知識、経験、能力および多様性を決定する。

　・上記決定を元に当社に必要な取締役候補者を選任する。

　なお、取締役が以下のいずれかに該当すると取締役会で決議した場合は、次期株主総会で当該取締役を取締役候補者として指名いたしませ
ん。また、当該取締役が代表取締役である場合は、その役職を解任いたします。

　・公序良俗に反する行為を行った場合

　・健康上の理由から、職務の継続が困難となった場合

　・職務を懈怠することにより、著しく企業価値を毀損させた場合

　・会社法第331条第1項に定める取締役の欠格事由に該当する場合

　・その他取締役会で取締役として不適任と決議した場合

(5) 取締役の選任にあたっての個々の説明

　定時株主総会招集ご通知の参考書類をご参照ください。

　（https://www.yaskawa.co.jp/ir/stocks/meeting）

<補充原則3-1③>　サステナビリティについての取組み等

(1) サステナビリティについての取組み

　当社グループは、グループ経営理念のもと、持続可能な社会の実現と企業価値の向上に向けた取組みを加速させるため、「サステナビリティ方
針」を策定しております。この実現のためにマテリアリティを特定し、長期経営計画や中期経営計画における目標展開を図ることで、戦略的なサス
テナビリティの推進を図っております。

　サステナビリティ方針やマテリアリティ等は当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。

　（https://www.yaskawa.co.jp/company/csr）

　また、人的資本や知的資本等の経営資本に関する基本的な考え方や取組み状況等は統合報告書「YASKAWAレポート」および当社ホームペー
ジにおいて開示しておりますのでご参照ください。

　統合報告書「YASKAWAレポート」

　（https://www.yaskawa.co.jp/ir/materials/annual）

　当社ホームページ

　　人材力強化（https://www.yaskawa.co.jp/company/csr/employee/resource）

　　テクノロジー（https://www.yaskawa.co.jp/technology）

(2) TCFD提言に基づく気候変動関連の情報開示

　当社グループは、TCFD提言に基づき、気候変動関連の情報を開示しております。

　今後も引き続き気候変動関連の情報開示を充実させ、より一層の環境に配慮した事業活動を継続していくことにより、持続可能な社会の実現へ
の貢献と企業価値の更なる向上を図ります。

　TCFD提言に基づく気候変動関連の情報は当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。

　（https://www.yaskawa.co.jp/company/csr/env/tcfd）

<補充原則4-1①>　取締役会から経営陣に対する委任の範囲

　当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の健全性と効率性を高めるため、2015年6月をもって監査等
委員会設置会社に移行いたしました。業務執行の機動性と柔軟性を高めるため、法令、定款および「取締役会規程」で定める事項を除き、業務執
行の意思決定を取締役または執行役員に委任しております。

<原則4-8>　独立社外取締役の有効な活用

　取締役10名中4名が社外取締役であり、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。



<原則4-9>　独立社外取締役の独立性判断基準および資質

　社外取締役につきましては、会社法に定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当社独自の基準を満たす者を
独立社外取締役として選定しております。

　当社の独立性基準は当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。

　（https://www.yaskawa.co.jp/company/csr/governance/structure）

<補充原則4-10①>　指名および報酬に関する任意の仕組みの活用

　当社は、取締役会の下に指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しております。

　詳細は、本報告書「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1．機関構成・
組織運営等に係る事項　【任意の委員会】」をご参照ください。

<補充原則4-11①>　取締役会の構成に関する考え方および取締役の選任に関する方針・手続、スキル・マトリックス

　本報告書「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報」の「1．基本的な考え方　【コーポ
レートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】　〈原則3-1〉情報開示の充実　（4）取締役等の選解任に関する方針と手続」をご参照ください。

　また、各取締役に特に期待する分野に加え、ジェンダーおよび年齢を一覧化したスキル・マトリックスは、定時株主総会招集ご通知の参考書類お
よび統合報告書「YASKAWAレポート」において開示しておりますのでご参照ください。

　定時株主総会招集ご通知の参考書類

　（https://www.yaskawa.co.jp/ir/stocks/meeting）

　統合報告書「YASKAWAレポート」

　（https://www.yaskawa.co.jp/ir/materials/annual）

<補充原則4-11②>　取締役の他の上場会社役員の兼任状況

　当社は、取締役の重要な兼職の状況を定時株主総会招集ご通知の参考書類および事業報告ならびに有価証券報告書において開示しておりま
すのでご参照ください。

　定時株主総会招集ご通知の参考書類および事業報告

　（https://www.yaskawa.co.jp/ir/stocks/meeting）

　有価証券報告書

　（https://www.yaskawa.co.jp/ir/materials/sr）

<補充原則4-11③>　取締役会全体の実効性についての分析・評価の結果の概要

(1)分析および評価の方法

　2022年度は、監査等委員を含むすべての取締役に対し、匿名式のアンケート調査(以下、「本アンケート」という)を実施いたしました。本アンケート
は取締役会の規模・構成や運営方法、取締役会の機能発揮、経営計画の管理、社外取締役への支援体制、および経営課題や体制強化等の経
営全般に関する評価項目で構成されております。

(2)評価結果の概要

　本アンケートの結果、「できている」との回答が全体で8割を超えており、以下の点をはじめとして評価が高いことから、当社の取締役会は概ね実
効性が確保されているものと判断しております。

　・取締役会の構成として複数名の独立社外取締役が選任されており、規模・構成ともに適切な体制が構築されている。

　・取締役会において、独立社外取締役が自由に発言できる環境が整備されている。

　一方で、改善が必要との回答が抽出された項目として、中長期経営計画についての建設的な議論の更なる活性化、指名諮問委員会の審議内
容の充実等が挙がっており、さらに高いレベルでの議論が取締役会等で行われるよう対策を検討してまいります。

(3)今後の取り組み

　上記のとおり、現状では概ね実効性が確保されていると評価しております。取締役会の更なる実効性の向上を図るうえで、中長期的な視点に
立った一層の議論をはじめとする各種課題が認識できましたので、この点を踏まえた対策を講じ、更なる実効性の向上に取り組んでまいります。

　なお、第三者機関による分析・評価および改善提言は、3年に1回程度のペースで活用を予定しており、2021年度に実施いたしました。それ以外
の年度については従来どおり匿名式のアンケートの実施を予定しております。

<補充原則4-14②>　取締役に対するトレーニングの方針

　取締役がその職責を十分果たすことを可能とするため、その就任の際、また、就任後も継続的に見識を広めるための機会を提供しております。
また、社外取締役がその機能を十分果たすことを可能とするため、継続的に当社グループの事業・財務・組織等に関する必要な知識を習得できる
よう、各社外取締役に応じた機会を提供することとしております。

<原則5-1>　株主との建設的な対話に関する方針

　当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るためには、株主との建設的な対話を促進することが重要と考えております。

　そのための推進体制として、ＩＲ担当取締役を選任するとともに広報・ＩＲ部をＩＲ担当部署としております。また、当社のＩＲ活動につきましては当社
ホームページに専用ページを設け、経営方針や業績等を開示しております。

　株主・投資家情報

　（https://www.yaskawa.co.jp/ir）

<原則5-2>　経営戦略や経営計画の策定・公表

　当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応として、株主資本コスト10％・WACC9％を目安に、これらを超えるリターンを得るこ
とを基本とし、ROE・ROIC共に15％以上とする目標を掲げています。なお、当社の活動をにつきましては当社ホームページに専用ページを設け、経
営方針や業績等を開示しております。

　株主・投資家情報

　（https://www.yaskawa.co.jp/ir）

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上



【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 52,012,600 19.81

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 24,956,353 9.50

THE BANK OF NEW YORK 133969 12,300,768 4.68

株式会社みずほ銀行 8,100,856 3.09

株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行退職給付信託口） 7,439,900 2.83

明治安田生命保険相互会社 7,230,261 2.75

株式会社日本カストディ銀行（三井住友信託銀行再信託分・株式会社福岡銀行退職給付信託口） 5,100,000 1.94

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 4,613,545 1.76

第一生命保険株式会社 4,199,100 1.60

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 4,119,382 1.57

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

　当社株式の保有に関し、大量保有報告書または大量保有報告書の変更報告書が以下のとおり公衆の縦覧に供されておりますが、当社として第
107期期末時点（2023年2月28日）における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　詳細は、当社第107期有価証券報告書をご参照ください。

　（https://www.yaskawa.co.jp/ir/materials/sr）

1．保有者　エーピージーアセットマネジメントエヌヴィー（APG Asset Management N.V.）

　　報告義務発生日 2021年10月11日

2．保有者　株式会社三菱UFJ銀行および共同保有者

　　報告義務発生日 2021年10月25日

3．保有者　野村證券株式会社および共同保有者

　　報告義務発生日 2022年10月14日

4．保有者　株式会社みずほ銀行および共同保有者

　　報告義務発生日 2022年10月31日

　　※株式会社みずほ銀行については、所有株式数の確認ができているため、

　　 　大株主の状況に記載しております。

5．保有者　ブラックロック・ジャパン株式会社および共同保有者

　　報告義務発生日 2022年12月15日

6．保有者　三井住友信託銀行株式会社および共同保有者

　報告義務発生日 2023年2月28日

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム、福岡 既存市場

決算期 2 月

業種 電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 18 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

小池　利和 他の会社の出身者

松橋　香里 公認会計士

西尾　啓治 他の会社の出身者

穂高　弥生子 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)



氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小池　利和 ○ ○ ―――

　事業会社での代表取締役等の経歴を通じて
培われた経営の専門家としての豊富な知識、
経験および知見等は当社にとって大変有益で
あり、監査等委員である社外取締役として客観
的な視点から当社経営に対する監督を行って
いただけるものと判断しております。

独立性に関しては、当社との間に取引関係は
なく、主要株主の業務執行者でないなど、金融
商品取引所の定める項目に該当するものはあ
りません。

松橋　香里 ○ ○ ―――

　公認会計士やコンサルティング会社代表取締
役としての豊富な専門知識、経験および知見
等は当社にとって大変有益であり、監査等委員
である社外取締役として客観的な視点から当
社経営に対する監督を行っていただけるものと
判断しております。

独立性に関しては、当社との間に取引関係は
なく、主要株主の業務執行者でないなど、金融
商品取引所の定める項目に該当するものはあ
りません。

西尾　啓治 ○ ○ ―――

　事業会社での代表取締役等の経歴を通じて
培われた経営の専門家としての豊富な知識、
経験および知見等は当社にとって大変有益で
あり、監査等委員である社外取締役として客観
的な視点から当社経営に対する監督を行って
いただけるものと判断しております。

独立性に関しては、当社との間に取引関係は
なく、主要株主の業務執行者でないなど、金融
商品取引所の定める項目に該当するものはあ
りません。

穂高　弥生子 ○ ○ ―――

　社外役員となること以外の方法で企業経営に
関与した経験はありませんが、弁護士としての
豊富な専門知識、経験および知見等は当社に
とって大変有益であり、監査等委員である社外
取締役として客観的な視点から当社経営に対
する監督を行っていただけるものと判断してお
ります。

独立性に関しては、当社との間に取引関係は
なく、主要株主の業務執行者でないなど、金融
商品取引所の定める項目に該当するものはあ
りません。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 6 2 2 4 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員会の職務を補助するため事務局および専任のスタッフを置きます。当該スタッフは監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行します。

　監査等委員会スタッフの任命、異動等人事権に関する事項およびその人事考課については、監査等委員会と事前に協議を行います。また、当
該スタッフの選任に際しては、その経験・知見を十分に考慮するものとします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況



　会計監査人および監査部と監査等委員会との意思疎通および情報の交換がなされるように努めるものとします。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名諮問委員会 5 0 2 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬諮問委員会 5 0 2 3 0 0
社外取
締役

補足説明

1. 指名諮問委員会

　取締役候補者の指名、代表取締役および役付役員等の選定プロセスの透明性および公正性の確保、また、社外取締役が役員の指名等につい
て意見を形成するための十分な情報を得て議論する場の確保を目的として、取締役会の下に、独立社外取締役が構成員の過半数を占める指名
諮問委員会を設置しています。

　取締役の選任にあたっては、毎年、取締役および執行役員を含む翌年度の新体制について当委員会に付議し、当委員会は、翌年度の新体制
のうち取締役候補者の選任について以下の手続きに従い審議いたします。

　・取締役会全体として具備すべき知識、経験、能力および多様性を決定する。

　・上記決定を元に当社に必要な取締役候補者を選任する。

　役員の指名等に関する議案を取締役会に付議する際は、当委員会の答申を経て、その内容を十分反映させます。

〈構成〉

　委員長：小川昌寛氏（社内）

　委員：小池利和氏、松橋香里氏、西尾啓治氏（以上社外）、小笠原浩氏（以上社内）

2. 報酬諮問委員会

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）および執行役員の報酬について、公正な審議による妥当性および透明性の確保、また、社外取締役
が当該報酬について意見を形成するための十分な情報を得て議論する場の確保を目的として、取締役会の下に、独立社外取締役が構成員の過
半数を占める報酬諮問委員会を設置しています。

　当委員会は、役員報酬規程等に基づき算出された役員報酬、その他役員報酬に関して必要な事項について妥当性の観点から審議し、答申しま
す。

〈構成〉

　委員長：小池利和氏（社外）

　委員：松橋香里氏、穂高弥生子氏（以上社外）、小川昌寛氏、村上周二氏（以上社内）

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

　独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明



1．役員報酬の基本方針

　当社の役員報酬は、継続的な企業価値の向上および競争力の強化を目的に、優秀な人材を確保できる報酬水準とし、かつ短期的・中長期的な
業績向上のインセンティブが機能する報酬設計といたします。

　役員報酬は、監査等委員である取締役以外の取締役（以下、「取締役」という。）については、基本報酬、業績連動報酬による単年度報酬（社外
取締役を除く。）、株式報酬による中長期報酬で構成され、監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）については、基本報酬および
株式報酬で構成されます。

　なお、業績連動報酬の基本方針は以下のとおりです。

・単年度報酬

　当該年度に生み出した利益を分配し、全社で一体となって絶えず利益向上を目指す意識を高めるために、前年度の利益実績に応じた報酬を支
給する。

・中長期報酬

　中長期での企業価値向上への意識を高めるとともに、ステークホルダーとの利益の共有を図る。

2．取締役の報酬内容

(1) 基本報酬

　取締役の基本報酬にかかる限度額は、2015年6月18日開催の第99回定時株主総会において、430百万円以内の固定枠と決議をいただいてお
り、その詳細は以下のとおりです。なお、この基本報酬の対象となる取締役の員数は当社定款の定めにより12名以内となります。

・取締役（社外取締役を除く。）

　企業価値向上の職責を負うことから、各取締役の業績評価および役位に応じ、一定額を支給いたします。

・社外取締役

　職務執行の監督の職責を負うことから、予め定められた固定額を支給いたします。

(2) 業績連動報酬

　2015年6月18日開催の第99回定時株主総会において以下のとおり決議をいただいております。なお、この業績連動報酬の対象となる取締役の
員数は当社定款の定めにより12名以内となります。

・取締役（社外取締役を除く。）

　業績連動報酬にかかる限度額は、連結業績との連動性をより明確にするため、選任または重任された株主総会の前事業年度の連結当期純利
益の1.0％以内といたします。各取締役の報酬額は、同業他社の営業利益率、営業利益増加率およびROAを基にした標準偏差から当社業績との
相対結果を加味し、算出いたします。

・社外取締役

　業績連動報酬は、支給はしないものといたします。

(3) 株式報酬

①株式報酬の概要・目的

　2017年6月15日開催の第101回定時株主総会決議、2019年5月28日開催の第103回定時株主総会決議および2021年5月26日開催の第105回定
時株主総会決議に基づき、取締役に対する株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入しております。この制度は、中期経営計画における会社
業績評価指標の達成度と連動した株式報酬制度です。これにより、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主のみ
なさまと共有し、取締役の中長期的な業績向上と企業価値増大に向けた意欲向上を促すことを企図しております。この株式報酬の対象となる取締
役の員数は当社定款の定めにより12名以内となります。

②支給対象者

　以下の要件を満たす取締役に付与いたします。支給対象の取締役に対しては、当社普通株式および金銭（以下、「当社株式等」という。）を給付
します。

a.評価対象期間中の事業年度に6ヵ月以上取締役として在任したこと

b.一定の非違行為がなかったこと

③取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬の支給額等の算定方法

(a)2022年度の支給額等の算定方法

　中期経営計画「Challenge 25 Plus」に基づく2022年度の支給額等の算定方法は以下のとおりです。

　[2022年度の支給額等の算定方法]

　a.支給される株式報酬（付与ポイント数）

　前年度の「会社業績評価指標」の達成度合に応じた確定ポイントを取締役に付与しま　　す（1ポイント未満は切り捨て）。

　b.評価対象期間

　評価対象期間は各事業年度といたします。

　c.支給時期

　本項に従い算出される当社株式等を取締役の退任時に支給いたします。

　d.会社業績評価指標

　2022年度の取締役向け株式報酬の算出基準となる評価指標は以下のとおりです。各評価指標の目標値に応じた達成度係数等を乗じ、株式報
酬を算出いたします。

（算式）

(ア)役位別基準金額（1年分の基準額）×(イ)営業利益額（当該事業年度）×(ウ)営業利益率（当該事業年度）×(エ)ＲＯＩＣ達成度（当該事業年度）
×(オ)ＴＳＲのＴＯＰＩＸ対比（当該事業年度）×(カ)当社製品を通じたＣＯ２排出量削減達成度（当該事業年度）＝支給される株式報酬

（ア)役位別基準金額（1年分の基準額）

　取締役の担当領域の規模・責任やグループ経営への寄与等を鑑み、役位に応じた基準金額を設定します。

（イ）営業利益額（当該事業年度）

　中期経営計画「Challenge 25 Plus」における各事業年度の営業利益額に応じて評価します。前年度実績を超えた時から一定の係数で評価をし、

各事業年度で当初計画した目標額達成後は、評価係数をより高く設定します。これにより、取締役による計画達成意欲の向上、計画達成後の積
極的な取り組み意欲の継続を図ります。

（ウ）営業利益率（当該事業年度）

　高い競争力の確保および更なる高収益企業への成長を目的に、営業利益率の達成度に応じた評価をします。

（エ）ＲＯＩＣ（投下資本利益率（Return on Invested Capital））達成度（当該事業年度）

　取締役による資本効率、採算性の向上への動機づけを目的に、ROIC達成度に応じた評価をします。



（オ）ＴＳＲ（株主総利回り（Total Shareholders Return））のＴＯＰＩＸ対比（当該事業年度）

　株主目線での企業価値向上への動機づけを目的に、ＴＳＲの達成度に応じた評価をします。

（カ）当社製品を通じたＣＯ２排出量削減達成度（当該事業年度）

　持続可能な企業活動の実現および社会課題への対応を目的に、当社製品を通じたＣＯ2排出量削減目標達成度に応じた評価をします。

なお、2022年度は目標達成に伴い、社内規程に沿ってポイントを付与いたしました。

(b)2023年度以降の支給額等の算定方法 ※

　中期経営計画「Realize 25」の開始に伴い、2023年度の支給額等の算定方法を見直ししております。詳細は以下のとおりです。

　a. 支給される株式報酬（付与ポイント数）

　前年度の「会社業績評価指標」の達成度合に応じた確定ポイントを取締役に付与いたします（1ポイント未満は切り捨て）。

　b.評価対象期間

　評価対象期間は各事業年度といたします。

　c.支給時期

　本項に従い算出される当社株式等を取締役の退任時に支給いたします。

　d.会社業績評価指標

　各評価指標の目標値に応じた達成度係数等により、株式報酬を算出いたします。

　2023年度の取締役向け株式報酬の算出基準となる評価指標は以下のとおりです。各評価指標の目標値に応じた達成度係数等により、株式報
酬を算出いたします。

（算式）

(ア)役位別基準金額（1年分の基準額）×((イ)営業利益額（当該事業年度）×60％ ＋ (ウ)営業利益率（当該事業年度）×20％ ＋ (エ)ＴＳＲのＴＯＰＩ

Ｘ対比（当該事業年度）×10％ ＋ (オ)当社製品を通じたＣＯ２排出量削減達成度（当該事業年度）× 10％)＝支給される株式報酬

※本報告書の末尾の「参考図（2023年度以降の支給額等の算定方法）」をあわせてご参照ください。

・社外取締役

(a)2022年度の支給額等の算定方法

　中期経営計画「Challenge 25 Plus」に基づく2022年度の支給額等の算定方法は以下のとおりです。

a.支給される株式報酬（付与ポイント数）

　会社業績目標達成の有無により確定ポイントを付与いたします。

b.評価対象期間

　毎年3月1日から翌年2月末日までを評価対象期間といたします。

c.支給時期

　本項に従い算出される当社株式等を取締役の退任時に支給いたします。

d.会社業績評価指標

　中期経営計画「Challenge 25 Plus」で目標とする会社業績の達成の有無によりあらかじめ設定したポイントを付与いたします。なお、2022年度は

目標達成に伴い、社内規程に沿ってポイントを付与いたしました。

(b)2023年度以降の支給額等の算定方法

　中期経営計画「Realize 25」の開始に伴い、2023年度の支給額等の算定方法を見直ししております。詳細は以下のとおりです。

a.支給される株式報酬（付与ポイント数）

　会社業績目標達成の有無により確定ポイントを付与いたします。

b.評価対象期間

　毎年3月1日から翌年2月末日までを評価対象期間といたします。

c.支給時期

　本項に従い算出される当社株式等を取締役の退任時に支給いたします。

(4) 各報酬の割合の方針

①取締役（社外取締役を除く。）

　業績連動報酬（単年度報酬）および株式報酬（中長期報酬）は、上限を設けることなく業績が向上した分は、報酬として還元させる報酬設計として
おります。このため、算定の基礎となる指標の業績が好調の場合は、相対的に基本報酬の比率が小さくなり、その反面、算定の基礎となる指標の
業績が不調の場合は、相対的に基本報酬の比率が大きくなります。

②社外取締役

　独立性の観点から業績連動型報酬は支給せず、基本報酬および業績目標達成時のみ業績非連動の株式報酬を支給します。社外取締役の報
酬の構成割合は以下のとおりとします。

a.株式報酬が発生しない場合

　　基本報酬：株式報酬＝100％：0％

b.株式報酬が発生する場合(株式報酬が最大の場合)

　　基本報酬：株式報酬＝75％：25％

３．監査等委員である取締役の報酬内容

(1) 基本報酬

　監査等委員である取締役の基本報酬にかかる限度額は、2020年5月27日開催の第104回定時株主総会において年額150百万円以内の固定枠
と決議をいただいております。なお、この基本報酬の対象となる監査等委員の員数は当社定款の定めにより6名以内となります。

(2) 株式報酬

①株式報酬の概要・目的

　2017年6月15日開催の第101回定時株主総会決議および2021年5月26日開催の第105回定時株主総会決議に基づき、監査等委員である取締役
に対する株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入しております。この制度は、監査等委員である取締役が業務執行監督機能に加え、中期経
営計画の達成をより確実なものにすべく経営遂行等のモニタリング機能を担っている状況に鑑み、中期経営計画の達成を前提に、報酬を支給す
るものです。この報酬は株主のみなさまとの価値の共有を図るため株式報酬とし、監査等委員である取締役に支給される株式数は、業績には連
動せず、報酬としての価値が当社株価のみに連動する仕組みとすることで、監査等委員である取締役の業務執行監督機能への影響を排除して



おります。なお、この株式報酬の対象となる監査等委員の員数は当社定款の定めにより6名以内となります。

②支給対象者

　以下の要件を満たす監査等委員である取締役に支給いたします。監査等委員である取締役に対しては、当社株式等を給付いたします。

a.評価対象期間中の事業年度に6ヵ月以上監査等委員である取締役として在任したこと

b.一定の非違行為がなかったこと

③株式報酬の支給額等の算定方法

(a)2022年度の支給額等の算定方法

a.支給される株式報酬（付与ポイント数）

　会社業績目標達成の有無により確定ポイントを付与いたします。

b.評価対象期間

　毎年3月1日から翌年2月末日までを評価対象期間といたします。

c.支給時期

　本項に従い算出される当社株式等を監査等委員である取締役の退任時に支給いたします。

d.会社業績評価指標

　中期経営計画「Challenge 25 Plus」で目標とする会社業績の達成の有無によりあらかじめ設定したポイントを付与いたします。なお、2022年度は

目標達成に伴い、社内規程に沿ってポイントを付与いたしました。

(b)2023年度以降の支給額等の算定方法

中期経営計画「Realize 25」の開始に伴い、2023年度の支給額等の算定方法を見直ししております。詳細は以下のとおりです。

a.支給される株式報酬（付与ポイント数）

　会社業績目標達成の有無により確定ポイントを付与いたします。

b.評価対象期間

　毎年3月1日から翌年2月末日までを評価対象期間といたします。

c.支給時期

　本項に従い算出される当社株式等を監査等委員である取締役の退任時に支給いたします。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

　取締役の報酬については、社内取締役、社外取締役ともに、総額を事業報告、有価証券報告書において開示しております。

また、 報酬総額が1億円以上である取締役は、有価証券報告書において個別開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役の報酬については、株主総会の決議により、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。）および監査等委員である取
締役（以下「監査等委員」という。）のそれぞれの報酬総額の限度額を決定しております。各取締役の報酬は、役員報酬規程等に基づき算出され
た報酬額について報酬諮問委員会で審議のうえ、取締役会で決定しております。各監査等委員の報酬は、監査等委員会の協議により決定してお
ります。

　また、当社は取締役会の下に、独立社外取締役が構成員の過半数を占める報酬諮問委員会を設置し、取締役および執行役員の報酬につい
て、公正な審議による妥当性および透明性の確保を図っております。

　なお、取締役、監査等委員を対象とした株式報酬制度については、役員株式給付規程に従い対象取締役に対して株式を退任時に給付する予定
です。

【社外取締役のサポート体制】



　取締役会においては取締役会事務局が社外取締役をサポートしております。また、監査等委員会においては職務を補助する専任スタッフが社
外取締役をサポートしております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

津田　純嗣 特別顧問 公的・社会的・地域的貢献活動 常勤・報酬有 2022/2/28 原則2年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

　津田純嗣氏は、重要な公職等に就いておりますので、当社規程に従い任期終了年の年度末まで常勤扱いとしております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

●全体像

　当社は、社外取締役を含む取締役会を設置し、各取締役および執行役員の業務を監督しております。また、監査等委員会を設置して各取締役
の職務執行を監査しております。

●業務執行

　当社は執行役員制度を導入しております。また、社内取締役および執行役員をメンバーとする経営会議を編成し、取締役会決議事項のうち、あ
らかじめ協議を必要とする事項や業務執行上の重要な意思決定に関する協議を行っております。経営会議は原則として月1回開催しております
が、必要があれば臨時に開催しております。

●監督

　当社の取締役会は社内取締役6名および社外取締役4名の計10名で構成されます。

　取締役会は定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項や、法令で定められた事項を決定するととも
に、業務執行の状況を逐次監督しております。

　当社は、多様な視点や経験、高度な専門知識に基づいて、当社の経営全般に関して独立した立場から助言・提言をいただくために、社外取締役
として小池利和氏、松橋香里氏、西尾啓治氏および穂高弥生子氏を選任しております。社外取締役は、取締役会の審議において、内部統制部
門、内部監査部門、本社事業部門および会計監査人から付議または報告される情報により当社の現状を十分把握したうえで、それぞれの知見に
基づいた助言・提言等を行うことにより、適切な監督機能を果たしております。

●監査

　監査等委員会は、6名の監査等委員である取締役（うち、4名が社外取締役）で構成され、取締役等の職務の執行の状況の監査を行っておりま
す。

　監査にあたっては、監査等委員会は内部統制部門、内部監査部門、本社事業部門から報告される情報により当社の現状を十分把握し、また社
内取締役は実査も行いながら、適切に職務を行っております。さらに、会計監査人とも連携して職務を行うとともに、会計監査人の職務を監視・検
証しております。

●会計監査

　当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任し、監査契約の下、正確な経営情報を提供し、独立の立場から監査が実施される
環境を整備しております。会計監査人の判断を必要とする場合には相談し、助言をいただいております。

●指名、報酬決定

　役員の指名については、当社は、取締役会の下に、独立社外取締役が構成員の過半数を占める指名諮問委員会を設置し、取締役候補者の指
名、代表取締役および役付役員等の選定プロセスの透明性および公正性の確保、また社外取締役が、役員の指名等について意見を形成するた
めの十分な情報を得て、議論する場の確保を図っております。

　役員の報酬決定については、当社は、取締役会の下に、独立社外取締役が構成員の過半数を占める報酬諮問委員会を設置し、取締役および
執行役員の報酬について、公正な審議による妥当性および透明性の確保を図っております。

●責任限定契約

　当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており
ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　監査等委員が取締役として、代表取締役の選解任等の会社の重要な事項について取締役会で議決権を行使できることや、業務執行取締役の
業務執行について結果を検証し、その選解任・報酬について株主総会で意見を述べることができること等、監査等委員の法律上の機能を活用す
ることにより、取締役会の経営陣に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の健全性と効率性を高めるため、監査
等委員会を設置しております。また、当経営の意思決定と業務執行機能を分離するとともに、それぞれの機能を高め、業務執行の迅速化を図るた
め、執行役員制度を導入しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 定時株主総会開催日の3週間前を目安に発送しております。

集中日を回避した株主総会の設定 集中日より前の開催日を設定しております。

電磁的方法による議決権の行使
株主名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社のサイトを利用して、インターネットによ
る議決権行使ができる環境にあります。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供 実施

その他
株主のみなさまへの早期情報開示の観点から、招集通知については、発送前に取引所
ホームページ等に掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページに掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人を対象としたIRイベント等に出展しております。 なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

社長による決算説明会（年2回）を開催しております。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 社長による主要海外機関投資家の個別訪問を実施しています。 あり

IR資料のホームページ掲載
決算情報、その他の適時開示情報、有価証券報告書および四半期報告書、決
算説明資料、統合報告書、インベスターズガイド等を掲載しています。

IRに関する部署（担当者）の設置 東京支社を拠点として担当部署を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「安川グループ企業行動規準」にて、ステークホルダーの立場の尊重について規定してお
ります。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

安川グループの経営理念である「事業の遂行を通じて広く社会の発展、人類の福祉に貢
献すること」をもとに「サステナビリティ方針」を策定し、マテリアリティの解決に向けた取り組
みを推進しております。

環境保全活動に関しては、当社は「環境理念」を「安川グループは、地球環境保全が人類
共通の最重点課題の一つであるとの認識に立ち、企業活動のあらゆる面で環境に配慮し
て積極的に行動することにより、持続可能な社会の実現に貢献します。」と定めておりま
す。当該理念に基づき6項目からなる「環境行動指針」を定め、さらに当該指針に基づき具
体的な活動を展開しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「安川グループ企業行動規準」において、情報提供に係る方針を定めております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の
業務の適正を確保するための体制」（いわゆる「内部統制システムの基本方針」）について、取締役会で以下のとおり定めており、当社およびその
子会社から成る企業集団（以下「安川グループ」という。）において社会的要請に的確に応えるとともに、継続的改善を図ります。

1．安川グループにおける取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制ならびに業務の適正を確保
するための体制

(1) 当社は、安川グループの取締役および従業員が法令を遵守し、社会的良識をもって行動できるよう「グループ経営理念」および「安川グループ

企業行動規準ガイダンス」を制定し、周知徹底に努める。

(2) 当社は、安川グループにおける財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備、運用、評価して業務の充実を図る。

(3) 当社は、独立性の高い社外取締役を複数選任し、取締役の職務の執行に対する取締役会の監督機能を高める。

(4) 安川グループは、管理層の職務権限を定め、管理層の権限を明確にする。

(5) 安川グループは、職務分掌・決裁権限に基づき、業務分担・権限を明確にする。

(6) 当社は、安川グループの中期経営計画および年度毎の経営計画を策定する。そこで決められた経営目標・経営戦略を各部門全体の業務目標

に反映させる。また、その進捗状況を定期的に報告させ、評価する。

(7) 当社は、安川グループの予算編成・実績管理をはじめとする経理の管理を行う。

(8) 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、安川グループ各社に対する経営を主管する部門、事業を管理する部署を定め、当該部門・部署により

安川グループ各社を管理する。

(9) 当社は、安川グループ各社から業務遂行状況等の報告を受け、必要に応じ指導・助言あるいは協議を行う。

(10) 当社の監査部は、安川グループ内の内部監査を実施する。

(11) 安川グループは、「グループ・コンプライアンス基本規程」に基づき、コンプライアンス体制の整備を図る。

(12) 当社は、安川グループのコンプライアンスに関する重要事項の協議および方針決定を行うため、コンプライアンス委員会を設置する。

(13) 安川グループにおいて不祥事が発生した場合には、コンプライアンス委員会が中心となり調査を行い、重要な事項については、当社の経営

会議、取締役会および監査等委員会に報告する。

(14) 安川グループは、各社のコンプライアンス担当部署のほか、社外の第三者機関を窓口とする社内通報制度「コンプライアンス・ホットライン」を

設置する。

2．安川グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(1) 安川グループは、「取締役会規程」に基づき取締役会議事録を作成・保存・管理する。

(2) 安川グループは、「決裁申請・報告手続規程」に基づき決裁申請に関する情報を保存・管理する。

(3) 当社は、株主はもとより、広く社会とコミュニケーションを行い、適時に、企業情報を積極的かつ公平に開示する。

3．安川グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、「危機管理基本規程」に基づき、日常の準備、危機発生時の基本方針を明示する。

(2) 当社は、危機管理委員会を設置し、全社的な危機管理体制の構築および危機管理を行う。

(3) 当社は、「危機管理基本規程」に基づき、安川グループにおける日常の準備、危機発生時の基本方針を明示する。また、危機管理委員会は、

安川グループの危機管理体制を構築し、助言・指導を行う。

4．安川グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は、安川グループにおける取締役の職務の執行の効率化を推進する体制を整備する。

(2) 安川グループは、経営職位の職務権限・経営補佐職位の職務権限を定めるとともに、取締役会決議により、担当業務および使用人職務を定

め、取締役間の業務分担を明確にする。

(3) 当社は、執行役員を設置し、経営の意思決定と業務執行機能を分離するとともに、それぞれの機能を高め、業務執行の迅速化を図る。

(4) 安川グループは、取締役の意思決定に基づく職務の執行の効率化を推進するため、組織規程等に基づき、管理層および部門長の業務分担・

権限を明確にする。

(5) 安川グループは、業務執行取締役、執行役員等で構成される経営会議を編成し、取締役会決議事項のうちあらかじめ協議を必要とする事項

や、業務執行上の重要な意思決定に関する協議を行う。

5．当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関
する事項および監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

(1) 当社は、監査等委員会の職務を補助するため事務局および専任のスタッフを置く。当該スタッフは監査等委員会の指揮命令下で職務遂行す

る。

(2) 当社は、監査等委員会スタッフの任命、異動等人事権に関する事項およびその人事考課については、監査等委員会と事前に協議を行う。ま

た、当該スタッフの選任に際しては、その経験・知見を十分に考慮する。

6．当社の監査等委員会への報告に関する体制

(1) 安川グループの取締役、監査役および使用人は安川グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、当該事実を直ちに、



所定の部門を通じて監査等委員会に報告する。

(2) 当社の監査等委員は社内重要会議に出席できる。

(3) 社内の決裁申請等重要な意思決定に関わる書類を当社の監査等委員に回付する。

7．当社の監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

安川グループは、監査等委員会への報告を行ったことを理由として、報告者に対する不利な取扱いを行うことを社内規程等において禁止する。

8．当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項

監査等委員会はその職務の執行に関する費用計画を策定する。ただし、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の
2第4項に基づき費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに処理する。

9．その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 対外的透明性を確保するとともに、多面的視点からの監査を行うことができるよう、監査等委員である社外取締役3名以上を招聘する。

(2) 会計監査人および監査部と監査等委員会との意思疎通および情報の交換がなされるように努める。

(3) 代表取締役、取締役および執行役員等との意見交換を適宜行い、経営上の重要情報を監査等委員会が知得できる体制を充実させる。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

・当社は、「安川グループ企業行動規準」に基づき、反社会的勢力とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応することを基本方針としておりま
す。

(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

・反社会的勢力に対する対応統括部門および不当要求防止責任者を設置しております。

・不当要求防止のための連絡会に加入し、反社会的勢力に関する情報収集に努めるとともに、警察等との連携に努めております。

・反社会的勢力に対する対応の手引きを作成し、社内に周知しております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

●適時開示体制の概要

(1)方針

　「安川グループ企業行動規準」において、「企業情報の開示ルールを遵守するとともに、適時に、正しい情報の開示に努めます。」と定めておりま
す。

　この規準に基づき、それぞれの担当部門において、子会社を含む会社業務に関する情報（決定事実、発生事実、決算に関する情報等）の適時
かつ正確な把握を行い、投資家等および金融商品取引所に対して適時適切な情報開示を行うよう努めております。

　適時適切な情報開示を行うにあたり、経営に関する重要事項を経営会議に付議し、さらに重要な事項は取締役会に付議することとしております。

(2)社内体制

　東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」に基づき行う会社情報の取扱に関し、情報取扱責任者および情報開示責任者をそれぞれ任命
し、適時開示に際しては、社内規程に照らして承認権限者による決裁を得て実施することとしております。

　また、情報開示を含む不正防止策として、コンプライアンス委員会において全社的な遵法体制を推進するとともに、社内通報制度「コンプライアン
ス・ホットライン」を設けております。

(3)方法

　適時開示はＴＤｎｅｔシステムを用いて行っておりますが、当社の判断で兜倶楽部または北九州経済記者クラブ、あるいはその双方での説明、資
料配付を適宜行うほか、当社ホームページへの情報の掲示も適宜行っております。

　上記のほか、当社のおかれた環境の中で当社にとって最良の体制を構築していくためには、既存の体制を最大限に生かしつつ、適宜改善を
行っていくことが重要と認識しております。

　また、当社を含む企業集団としての体制に関しては、当社が中心となって構築を推進してまいります。



〔模式図（コーポレート・ガバナンス体制）〕 

 



〔参考図（2023年度以降の支給額等の算定方法）〕 

 


